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乳幼児健康診査 無料

保健福祉センター …〒960−8002 森合町10−1 （福島中央郵便局西側） 
　※市内循環バスももりん1・2コース保健福祉センター前下車

問こども家庭課　電525−7671

1819

子
育
て

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
・

え
が
お
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

□時
月
～
金
曜
日
（
祝
日
・
12
月
29
日

～
１
月
３
日
を
除
く
）
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分　
□場
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー　
□内
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
妊

娠
・
出
産
・
子
育
て
に
関
す
る
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な

ぐ
な
ど
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
行

い
ま
す
。

□問
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に
関
す
る

こ
と
□電
525
―
７
６
７
１

子
ど
も
・
家
庭
に
関
す
る
こ
と

□電
525
―
３
７
８
０

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問

□内
保
健
師
・
助
産
師
に
よ
る
え
が
お

赤
ち
ゃ
ん
訪
問
の
後
に
、
地
域
の
子

育
て
経
験
者
で
市
の
委
嘱
を
受
け
た

「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
応
援
隊
」

が
訪
問
し
、
地
域
の
子
育
て
情
報
な

ど
を
お
届
け
し
ま
す
。

□問
保
健
所
健
康
推
進
課

□電
572
―
３
１
２
０

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会

□時
１
月
11
日
㈭
午
前
10
時　
□場
市
民

会
館　
□内
❶
子
育
て
の
援
助
を
受
け

た
い
方
と
行
い
た
い
方
の
募
集
❷
病

児
・
病
後
児
預
か
り
の
事
業
説
明
会

※
託
児
あ
り
（
要
予
約
）。

□申
電
話
で

□問
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

□電
526
―
０
６
１
２

児
童
扶
養
手
当
の
振
込

□内
児
童
扶
養
手
当
は
、
１
月
11
日
㈭

に
振
り
込
み
ま
す
。

□問
こ
ど
も
政
策
課
□電
572
―
７
１
０
３

４
月
に
入
学
予
定
で
指
定
校

変
更
を
希
望
す
る
方
へ

□内
４
月
に
市
立
小
・
中
学
校
入
学
予

定
の
方
へ
、１
月
末
に
「
入
学
通
知

書
」を
郵
送
し
ま
す
。次
の
❶
～
❸
の

事
情
に
よ
り
、入
学
通
知
書
で
指
定

さ
れ
た
学
校
の
変
更
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、期
限
内
に
必
要
書
類
と
入
学

通
知
書
を
学
校
教
育
課
ま
た
は
各
支

所
・出
張
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
必
要
書
類
の
様
式
は
、
市
HP
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
ほ
か
、
学
校
教
育

課
、
各
支
所
・
出
張
所
で
配
布
。

提
出
期
限
／
２
月
29
日
㈭

主
な
許
可
基
準
と
必
要
書
類

❶
保
護
者
が
共
働
き
の
た
め
、
放

課
後
の
児
童
預
か
り
先
が
あ
る
学

区
の
学
校
へ
通
学
す
る
場
合
（
小

学
生
の
み
）
／
①
保
護
者
の
「
勤

務
証
明
書
」
②
「
児
童
預
か
り
承

諾
書
」
ま
た
は
学
童
ク
ラ
ブ
な
ど

の
「
児
童
入
会
証
明
書
」

❷
保
護
者
が
自
営
す
る
店
舗
な
ど

に
児
童
が
下
校
す
る
た
め
、
そ
の

店
舗
な
ど
が
所
在
す
る
学
区
の
学

校
へ
通
学
す
る
場
合
（
小
学
生
の

み
）
／
保
護
者
の
「
勤
務
証
明
書
」

❸
他
学
区
に
家
を
新
築
中
な
ど
の

た
め
、
そ
の
学
区
の
学
校
に
あ
ら

か
じ
め
通
学
す
る
場
合
（
小
・
中

学
生
、第
一
学
期
終
了
時
ま
で
）
／

「
工
事
請
負
契
約
書
」
な
ど
の
写
し

（
保
護
者
氏
名
、
新
築
先
の
住
所
、

引
き
渡
し
年
月
日
が
分
か
る
部
分
）

詳
し
く
は
市
HP
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

□問
学
校
教
育
課

□電
525
―
３
７
８
２

健
　
　
康

指
定
難
病
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
申
請
受
付
期
間
終
了

□内
受
け
付
け
は
、
令
和
５
年
12
月
28

日
㈭
で
終
了
し
ま
し
た
。
期
間
内
に

手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た
方
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
573
―
４
３
８
４

健
康
セ
ミ
ナ
ー�

無
料

□時
１
月
17
日
㈬
午
後
２
時
～
３
時
30
分

□場
キ
ョ
ウ
ワ
グ
ル
ー
プ
・
テ
ル
サ

ホ
ー
ル

□内
テ
ー
マ
／
知
っ
て
お
き
た
い
高
血

圧
の
こ
と
～
未
来
の
心
・
脳
・
腎
を

守
る
た
め
に
～

□講
ひ
が
し
は
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長

待ま
ち
い井
宏ひ

ろ

文ふ
み

さ
ん　
□対
市
内
在
住
の
方

□定
50
人
（
先
着
順
）　
□申
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
か
、
電
話
ま
た

は
❶
住
所
❷
氏
名
❷
電

話
番
号
を
明
記
の
上

フ
ァ
ク
ス
で

□問
保
健
予
防
課
□電
525
―
７
６
８
０

□フ
525
―
５
７
０
１

健
康
セ
ミ
ナ
ー（
全
２
回
）

�

無
料

□時
❶
１
月
26
日
❷
２
月
１
日
い
ず
れ

も
午
後
２
時
～
３
時
30
分

□場
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

□内
テ
ー
マ
／
骨こ

つ
そ
し
ょ
う
し
ょ
う

粗
鬆
症
と
骨
折
予
防

に
つ
い
て
～
ず
っ
と
丈
夫
な
骨
で
い

る
た
め
に
で
き
る
こ
と
～

❶
専
門
医
に
よ
る
骨
粗
鬆
症
に
つ
い

て
の
講
話
❷
理
学
療
法
士
、
管
理
栄

養
士
に
よ
る
ず
っ
と
丈
夫
な
骨
で
い

る
た
め
に
で
き
る
運
動
・
栄
養
に
つ

い
て
の
講
話　

□講（
一
社
）大
原
記
念
財
団
大
原
綜
合

病
院
理
事
長
・
統
括
院
長
佐さ

と
う藤
勝か

つ

彦ひ
こ

さ
ん
、
理
学
療
法
士
伊い

と
う東
正ま

さ
し嗣
さ

ん
・
森も

り

藤と
う

菜な
つ
み摘
さ
ん
、
管
理
栄
養
士

半は
ん
ざ
わ澤
海み

お

り
帆
里
さ
ん

□対
全
２
回
参
加
で
き
る
方　
□定
50
人

（
先
着
順
）　
□申
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
か

電
話
、
ま
た
は
①
住
所
②
氏
名
③
電

話
番
号
を
明
記
の
上

フ
ァ
ク
ス
で

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
525
―
７
６
８
０
□フ
525
―
５
７
０
１

食
を
通
し
た
健
康
づ
く
り
講
座

（
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
養
成
講
座
）�

無
料

□時
２
月
７
・
14
・
20
・
29
日
、
３
月

５
・
８
日　
□場
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
３
月
８
日
㈮
の
み
市
民
会
館
。

□内
食
生
活
や
栄
養
、
健
康
づ
く
り
な

ど
を
学
び
ま
す
。　
□対
講
座
受
講
後
、

市
食
生
活
改
善
推
進
員
（
ヘ
ル
ス
メ

イ
ト
）
協
議
会
の
会
員
と
し
て
、
地

域
で
「
食
」
を
通
し
た
健
康
づ
く
り

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
で
き
る
方

□定
30
人
（
先
着
順
）　
□申
電
話
で

□問
保
健
所
健
康
推
進
課　

□電
572
―
３
１
２
０

肝
炎
講
演
会
・
交
流
会

「
も
っ
と
知
ろ
う
！

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
」�

無
料

□時
２
月
10
日
㈯
午
後
２
～
４
時

□場
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

□内
講
演
会
「
肝
炎
の
最
新
の
治
療
と

日
常
生
活
で
気
を
つ
け
る
こ
と
」、

交
流
会　

□講
福
島
県
立
医
科
大
学
消
化
器
内
科

学
講
座
主
任
教
授
大お

お

平ひ
ら

弘ひ
ろ

正ま
さ

さ
ん　

□対
❶
Ｂ
型
肝
炎
・
Ｃ
型
肝
炎
と
診
断

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
方
と
ご
家
族
❷

医
療
機
関
関
係
者
❸
そ
の
他
関
心
の

あ
る
方

※
❸
の
方
は
講
演
会
の
み
参
加
可
。

□定
50
人
（
先
着
順
）　
□申
２
月
２
日

㈮
ま
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
か
電
話
、

ま
た
は
①
氏
名
②
電
話
番
号
③
対
象

者
区
分
を
明
記
の
上

フ
ァ
ク
ス
で

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
572
―
３
１
５
２
□フ
525
―
５
７
０
１

小
・
中
学
校
入
学
前
の

予
防
接
種
は
お
済
み
で
す
か
？

□場
市
登
録
医
療
機
関　
□内
受
け
忘
れ

の
予
防
接
種
が
な
い
か
、
母
子
健
康

手
帳
を
確
認
し
、
早
め
に
医
療
機
関

へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

❶
令
和
６
年
度
小
学
校
に
入
学
す
る

お
子
さ
ん

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
２
期
の
接
種
期

間
は
、
３
月
31
日
㈰
ま
で
で
す
。

❷
令
和
６
年
度
中
学
校
に
入
学
す
る

お
子
さ
ん

２
種
混
合
２
期（
ジ
フ
テ
リ
ア・破
傷

風
）と
日
本
脳
炎
２
期
の
接
種
期
間

は
、13
歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で
で
す
。

□料
無
料
（
公
費
負
担
）

※
接
種
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
全

額
自
己
負
担
。

□持
予
診
票
、
母
子
健
康
手
帳
、
保
険

証
な
ど
の
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日

が
確
認
で
き
る
も
の

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
572
―
３
１
５
２

麻
し
ん
・
風
し
ん
の
予
防

接
種
は
お
済
み
で
す
か
？

□場
市
登
録
医
療
機
関　
□内
麻
し
ん
・

風
し
ん
は
感
染
力
が
非
常
に
強
い
た

め
、
手
洗
い
や
マ
ス
ク
だ
け
で
は
予

防
で
き
ま
せ
ん
。
予
防
に
は
、
合
計

２
回
の
予
防
接
種
が
最
も
有
効
で
す
。

母
子
健
康
手
帳
の
予
防
接
種
の
記
録

を
確
認
し
、
忘
れ
ず
に
接
種
し
ま

し
ょ
う
。　

□対
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
１
期
：
１
～

２
歳
未
満
の
方
（
２
歳
の
誕
生
日
前

日
ま
で
）　

□料
無
料
（
公
費
負
担
）

※
接
種
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
全

額
自
己
負
担
。

□持
予
診
票
、
母
子
健
康
手
帳
、
保
険

証
な
ど
の
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日

が
確
認
で
き
る
も
の

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
572
―
３
１
５
２

〈４カ月児健康診査・10カ月児健康診査〉
　個別健診で実施しています。「すこやか手帳」をご覧になり、登録医療機関に予約の上、受診してください。
　転入の方、診査票を紛失した方は、登録医療機関またはこども家庭課へお問い合わせください。
※10カ月児健診の診査票の有効期間は、１歳の誕生日前日までです。
〈１歳６カ月児健康診査・３歳児健康診査〉
　個別に通知をしています。内容などをご確認の上、お越しください。
※登録医療機関、日程、持ち物など、詳しくは市HPをご覧ください。
※ブックスタート・ブックステップ事業については、市立図書館（電531−6551）へお問い合わせください。

各記事に掲載のQRコードから、申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。

子育て世帯生活支援特別給付金
申請はお済みですか？

　物価高騰の影響を受けて、家計が急変している子育て世帯への
給付金の申請を受け付けています。ひとり親世帯とそれ以外の世
帯で支給要件が異なり、申請が不要な方と申請が必要な方がいま
す。まだ支給を受けておらず、支給要件に該当する方は市HPをご
覧の上、申請してください。
●申請が必要となる支給対象者
⑴ひとり親世帯分　
❶�公的年金等給付等受給者／年金などを受けている
ことにより児童扶養手当を受給していない方

❷�家計急変者／令和５年１月１日以降の収入が急変
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ
水準となっている方

⑵ひとり親以外の子育て世帯（その他世帯）分　
　�その他支給対象者／対象児童（令和５年３月31日
時点で18歳未満の子（障害児については20歳未
満））の養育者で、以下のいずれかに該当する方
　・令和５年度分の住民税が非課税である方
　・�令和５年１月１日以降の収入が急変し、住民税
が非課税と同じ水準となっている方

●申請期限／２月29日㈭
●給付額／児童１人当たり一律５万円　
問こども政策課　電597－7906

▲ひとり親世帯

▲その他世帯


